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議第141号

京都市寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する

寄附金の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

　京都市寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する寄附金の

指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成28年９月21日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する

寄附金の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例

　京都市寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する寄附金の

指定の手続等に関する条例の一部を次のように改正する。

　第10条第２項各号列記以外の部分中「２年」を「５年」に改め，同条第３

項中「３年」を「５年」に改め，同条第４項を削り，同条第５項第２号中「，

第３項」を削り，同項を同条第４項とし，同条第６項を同条第５項とする。

　第11条第２項本文中「，又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うと

き」及び「又は第４項」を削る。

　第12条第１項中「第10条第５項各号」を「第10条第４項各号」に，「，第

３項及び第４項」を「及び第３項」に，「３年間」を「５年間」に改める。

　第19条第２項第２号中「第10条第５項若しくは第６項」を「第10条第４項

若しくは第５項」に改める。

　第24条第４号中「第４項」を「第３項」に改める。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成28年法
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律第70号）の施行の日から施行する。

（役員報酬規程等に関する経過措置）

２　この条例による改正後の京都市寄附金税額控除の対象となる特定非営利

活動法人に対する寄附金の指定の手続等に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）第10条第２項及び第12条第１項の規定は，この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度に係る改正後の

条例第10条第２項第２号から第４号までに掲げる書類について適用し，施

行日前に開始した事業年度に係るこの条例による改正前の京都市寄附金税

額控除の対象となる特定非営利活動法人に対する寄附金の指定の手続等に

関する条例（以下「改正前の条例」という。）第10条第２項第２号から第

４号までに掲げる書類については，なお従前の例による。

（助成金の支給に係る書類に関する経過措置）

３　改正後の条例第10条第３項及び第12条第１項の規定は，施行日以後に行

われる助成金の支給に係る改正後の条例第10条第３項の書類について適用

し，施行日前に行われた助成金の支給に係る改正前の条例第10条第３項の

書類については，なお従前の例による。

（海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置）

４　この条例の施行の際現に存する地方税法第314条の７第３項に規定する

控除対象特定非営利活動法人（以下「控除対象特定非営利活動法人」とい

う。）による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭

の持出しに係る改正前の条例第10条第４項の書類の作成，控除対象特定非

営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の市長への

提出並びに当該書類の本市における閲覧又は謄写については，なお従前の

例による。

（罰則に関する経過措置）

５　この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則
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の適用については，なお従前の例による。

提案理由

　特定非営利活動促進法の一部改正に準じ，地方税法第314条の７第１項第

４号に掲げる寄附金を条例で定めるための手続等を整備する必要があるので

提案する。


